
デイサービスおれんじ嘉数 利用料金　（大規模通所介護Ⅱ）

令和　３ 年　４ 月　現在

介護保険サービスを利用した際の自己負担額は、支給限度額内であれば 1 割 （一定以上所得が

ある方は、 2 ～ 3 割 ）で利用可能です。 下記の金額は、自己負担額が１割負担の場合の、

介護保険の単位より算出した金額です。一定以上の所得があり、自己負担割合が２割負担の方は

２倍、３割負担の方は３倍した金額となります。  あくまでも目安の金額となっております。

実際のご請求額と多少の違いが出ることもありますので、ご了承下さい。

１、要介護者

◆　基本料金（ １割 負担の場合）

介護度

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

６時間以上

７時間未満

５３２円／日

６２９円／日

７２５円／日

８２３円／日

９２０円／日

７時間以上

８時間未満

５９５円／日

７０３円／日

８１４円／日

９２６円／日

１０３８円／日

◆　加算料金（ １割 負担の場合）

種類 金額 要件

入浴介助加算 ５０円／日

個別機能訓練加算（Ⅰ） ４６円／日

入浴を希望する利用者に対し、介助や見守り

サービスを提供した場合

心身機能向上を目的として個別的に実施

される機能訓練を行った場合

介護職員

処遇改善加算（Ⅰ）

１ヶ月の介護保険サービス  ×  0.059 （ 5.9 ％）

注）この加算に関しては、区分支給限度額かの算定対象から

は除かれます。



２、要支援者・事業対象者

◆　基本料金（ １割 負担の場合）

介護度

要支援１

（要支援１相当）

要支援２

（要支援２相当）

１ヶ月の利用回数

４回以下

５回以上

８回以下

９回以上

金額

３７８円／日

１６４７円／月

３８９／日

３３７７／月

 ※　１ヶ月の利用回数が、要支援１の方は５回以上、要支援２の方は９回以上利用した場合、

日額料金から月額料金へと、算出方法が変更となります。  

◆　加算料金（ １割 負担の場合）

種類 金額 要件

運動器機能向上加算 ２２５ 円／月
運動器の機能向上を目的として個別的に

実施される機能訓練を行った場合

介護職員

処遇改善加算（Ⅰ）

１ヶ月の介護保険サービス × 0.059 （ 5.9 ％）

注）この加算に関しては、区分支給限度額かの算定対象から

は除かれます。

事業所評価加算
利用者の要支援状態の維持・改善の割合が

一定以上となった場合

３、その他の料金

食費 食事の提供を受けた場合、１食につき４００円の食費を頂きます。

オムツ代

基本、持参の協力を依頼していますが、何等かで必要を要した場合は、

こちらで提供させていただき、オムツ料金表の値段に基づいた金額を

請求させていただきます。

屋外活動費

屋外活動の際にかかる費用は、全額、利用者様ご自身に負担していただ

きます。尚、屋外活動を実施する際には、日時・目的地・費用を事前に

お知らせし、参加の確認をいたします。

上記の「基本料金」と「加算料金」は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが

改定された場合は、これら「基本料金」と「加算料金」も自動的に改定されます。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

デイサービスおれんじ嘉数  ☎ 098‐898‐3502  


